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中
嶋　

通
治

問　

学
童
保
育
は
原
則
小
学
校

３
年
生
ま
で
と
な
っ
て
い
る
が

４
年
生
以
上
の
保
育
を
望
む
声

が
多
く
聞
か
れ
ま
す
。
現
状
で

は
、
国
の
政
策
に
よ
り
困
難
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
地
域
の
集
会
場
等

を
利
用
し
た
寺
子
屋
方
式
の
保

育
を
行
っ
た
ら
如
何
か
。

答
健
康
福
祉
部
長　

集
会
場
等

を
利
用
し
た
子
供
た
ち
の
保
育

に
つ
い
て
は
、
４
年
生
以
上
の
子

供
達
に
放
課
後
の
居
場
所
を
提

供
す
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
と
子

供
達
を
つ
な
げ
る
役
割
を
果
た

す
意
味
で
も
有
効
性
の
高
い
事

業
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
研
究
を

さ
せ
て
い
た
だ
く
。

問　

地
域
サ
ロ
ン
に
集
う
、
高
齢

者
の
皆
様
方
に
お
願
い
す
る
仕

組
み
を
作
っ
た
ら
如
何
か
。

答
健
康
福
祉
部
長　

子
供
と
、
高

齢
者
が
触
れ
合
う
こ
と
は
、
子
供

達
の
健
全
な
育
成
や
、
高
齢
者
の

生
き
が
い
対
策
と
し
て
、
大
変

有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

合
わ
せ
て
研
究
を
致
し
ま
す
。

◆�

お
っ
母
さ
ん
前
か
ら
長
八
ま
で

段
差
の
解
消
に
つ
い
て

問　

新
駅
整
備
に
つ
い
て
と
の

趣
旨
で
質
問
を
行
な
っ
た
。
お
っ

母
さ
ん
地
先
に
つ
い
て
直
ち
に

対
応
を
頂
き
、
近
隣
住
民
の
方
々

か
ら
感
謝
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。
今
回
、
補
正
予
算
で

１
５
０
ｍ
の
部
分
に
つ
い
て
補

修
が
な
さ
れ
ま
す
が
未
だ
、
段
差

の
あ
る
箇
所
が
多
く
見
受
け
ら

れ
ま
す
。
今
後
の
計
画
に
つ
い
て

は
如
何
か
。

答
都
市
建
設
部
長　

今
後
に
於

い
て
も
引
き
続
き
嵩
上
げ
工
事

を
実
施
し
ま
す
。

稲
垣　

茂
行

問　

小
松
川
工
専
地
区
へ
進
出

予
定
の
産
廃
業
者
に
対
し
、
強
力

な
指
導
が
必
要
と
考
え
る
が
。

答
市
長　

市
環
境
保
全
条
例
に

基
づ
き
説
明
会
を
開
催
さ
せ
、
住

民
の
意
向
を
踏
ま
え
た
施
設
を

設
置
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
ま

た
、
県
の
指
導
の
中
で
、『
中
間

処
理
施
設
は
、
原
則
と
し
て
建
屋

内
に
設
け
る
こ
と
』
が
あ
る
こ
と

か
ら
十
分
な
対
策
を
立
て
る
よ

う
県
に
お
願
い
を
し
て
い
る
。

問　

地
域
の
環
境
を
守
り
、
住
民

の
健
康
と
安
全
・
安
心
確
保
の
為

の
対
策
、
指
導
は
。

答
市
長　

粉
塵
・
騒
音
等
の
未
然

防
止
対
策
と
し
て
最
大
限
、
地
域

環
境
に
配
慮
す
る
。
市
と
環
境

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
吉
川
工
専
会
・

環
境
部
会
で
実
施
し
て
い
る
環
境

パ
ト
ロ
ー
ル
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ

て
い
く
。
地
域
住
民
か
ら
の
苦
情

に
つ
い
て
も
、
状
況
を
速
や
か
に

確
認
し
、
県
越
谷
環
境
事
務
所
と

連
携
し
、
適
切
に
対
応
す
る
。

問　

県
に
回
答
し
た
『
意
見
書
』

の
内
容
は
。

答
市
民
生
活
部
長　

粉
塵
等
が

外
部
へ
飛
散
し
な
い
様
、
十
分
な

対
策
を
講
じ
る
他
、
環
境
保
全
協

定
を
結
び
、
路
上
駐
車
や
路
上
作

業
を
行
わ
な
い
よ
う
回
答
し
た
。

問　

近
隣
事
業
者
・
住
民
の
理

解
、
納
得
を
ど
う
得
る
の
か
。
ま

た
、
再
説
明
会
の
日
程
は
。

答
市
民
生
活
部
長　

粉
塵
が
施
設

外
へ
飛
散
し
な
い
様
、
事
業
者
と

調
整
し
、
再
度
説
明
会
を
開
催
さ

せ
る
。日
程
は
10
月
６
日
の
予
定
。

問　

市
の
意
向
に
沿
っ
た
指
導

を
、県
に
、直
接
要
請
す
べ
き
で
は
。

答
市
民
生
活
部
長　

県
へ
直
接

出
向
い
て
話
を
し
た
い
。

一 般 質 問
　一般質問は９月20日、21日、22日の３日間にわたって行われ、10人の議員が活発
な論戦を展開しました。質問・答弁ともに質問者が要約していますが、詳細な内容は
会議録をご覧ください。会議録はホームページや市立図書館等で閲覧できます。
　なお、最新の会議録の提供までには３カ月程度かかります。

答えて市長！

地
域
版
学
童
保
育
の
創
設

を
お
願
い
し
た
い

産
業
廃
棄
物
中
間
処
分
業
者
進
出
に

あ
た
り
、
市
は
強
力
な
指
導
を
！




